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平成２９年度 税制改正解説
所得課税～医療費控除等の添付書類の見直し

〇平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用される。

・医療費控除及びセルフメディケーション税制の添付書類が、現行の「医療費又は医薬品購入費の領収書」から「医療費又は

医薬品購入費の明細書」に変わります。

・確定申告期限等から5年間は、税務署長から領収書の提示又は提出を求められた場合には、これに応じなければならない

ため領収書を保存しておく必要がある。

・経過措置として、平成29年分～平成31年分の確定申告までは、現行の領収書の添付又は提示による適用も可能である。

１．改正の概要

２．実務上の留意点
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10

内容 医療費控除 セルフメディケーション税制

対象となる
医療費

・医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
・治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価 等

特定一般用医薬品の購入の対価

控除限度額 200万円 8万8千円

適用対象者 居住者
健康の維持増進及び疾病の予防への

取組として、一定の取組を行う個人

併用可否 併用不可

改正の内容 改正前 改正案

確定申告書の提出時の添付書類
医療費又は医薬品購入費の領収書
の添付（添付に代えて提示でも可）

医療費又は医薬品購入費の
明細書の添付

【医療費控除及びセルフメディケーション税制の概要】


